
 

 

 

 

 

 

 

２０２３年版 鉄筋溶接継手（CＢ工法） 

設計・施工管理指針 （同解説） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

はじめに 

 

 ＣＢ工法は平成元年から愛知工業大学で開発されました。その後、大阪府産業技術総合

研究所との共同研究として発展しました。平成の始め、ＣＢ工法は大阪府と他の関係２社

との共有特許が成立し、関西の建設会社の幅広い支持を受け、現在に至っています。令和

４年は年間約３４０万カ所の施工実績があり、鉄筋溶接継手では市場占有率 1 位になって

いると推定されます。 

 

 建設業界では、専門化が進みより高度な知識が必要となることから、今回の本書の改定

は、各規格の最新版への対応や専門用語の解説・表現の仕方に重点を置きました。 

 よくある質問なども、質問と回答形式で掲載させていただき、初めてＣＢ工法を取扱い

される方でも理解しやすいように致しました。 

 近年では、一級建築士の学科Ⅳ構造でも鉄筋継手について出題されています。受験され

る方は、ＣＢ工法を扱うことが鉄筋継手について理解を深める機会と捉えて頂けると幸い

です。 

 

 ＣＢ工法協会では、海外へのＣＢ工法の普及を計画しております。すでに、ベトナムや

台湾で施工を行っており、海外工事で協力を頂ける方を求めています。是非、海外で協力

して頂ける方は、ご連絡をお願い致します。 

 

 令和４年春の叙勲で瑞宝章中綬章を授与しました。授与の対象となったのは、ＣＢ工法と

スタッド溶接の研究およびその普及についてです。 

多くの方の協力で研究・普及が進みました。皆様に感謝申し上げます。 

 

 今後もＣＢ工法に皆様のより一層のご支持をいただきたいと、僭越ながらお願いする次

第です。 

 

令和５年６月 

一般社団法人ＣＢ工法協会 

代表理事 尾形素臣 
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第１章 総則 

 

１．１  適用範囲 ＜Ｒ０５．０６＞ 

 本指針は、鉄筋コンクリート構造物および鉄骨鉄筋コンクリート構造物におけるＪＩＳ  

G ３１１２「鉄筋コンクリート用棒鋼」（以下鉄筋という）の熱間圧延異形棒鋼（※１） 

ＳＤ３４５（呼び名 D１９～D５１）、 ＳＤ３９０（呼び名 D１９～D５１）、 ＳＤ４９

０（呼び名 D３２～D５１）をセラミックス製の裏当てを用いて半自動アーク溶接による

狭開先溶接（以下ＣＢ工法という）を行う場合に適用する。 

ＣＢ工法は「２０２０年版 建築物の構造関係技術基準解説書」内の建設省告示第１４

６３号に記載された、鉄筋継手性能判定基準に適合するＡ級継手である。継手の範囲を表

－１．１（１）、（２）、（３）（※２）に示す。 

 本指針に記載なき事項は、日本建築学会「鉄筋コンクリート造配筋指針」および日本建

築学会「鉄骨工事技術指針」に準拠するものとする。 

（※１） 

ＳＲ２３５を使用する場合は異形棒鋼に準ずる。ＳＤ２９５はＳＤ３４５に準ずる。 

（※２） 

D１６以下の鉄筋についても、A 級継手であるＣＢ工法を適用し施工可能である。 

なお、下記表の条件を外れる場合は施工前試験を行って採否を決める。 

 

表－１．１（１） ＣＢ工法の範囲と組み合わせ（※２）ＳＤ３４５ 

適用鉄筋 
種類 ＪＩＳ Ｇ ３１１２「鉄筋コンクリート用棒鋼」 ＳＤ３４５ 

呼び名 Ｄ１９ Ｄ２２ Ｄ２５ Ｄ２９ Ｄ３２ Ｄ３５ Ｄ３８ Ｄ４１ Ｄ５１ 

同径継手の組合わせ 

Ｄ１９＋Ｄ１９ Ｄ２２＋Ｄ２２ Ｄ２５＋Ｄ２５ Ｄ２９＋Ｄ２９   

Ｄ３２＋Ｄ３２ Ｄ３５＋Ｄ３５ Ｄ３８＋Ｄ３８ Ｄ４１＋Ｄ４１  

Ｄ５１＋Ｄ５１         

異径継手の 

組合わせ 

１サイズ違い 
Ｄ１９＋Ｄ２２ Ｄ２２＋Ｄ２５ Ｄ２５＋Ｄ２９ Ｄ２９＋Ｄ３２   

Ｄ３２＋Ｄ３５ Ｄ３５＋Ｄ３８ Ｄ３８＋Ｄ４１ Ｄ５１＋Ｄ５１  

２サイズ違い 
Ｄ１９＋Ｄ２５ Ｄ２２＋Ｄ２９ Ｄ２５＋Ｄ３２ Ｄ２９＋Ｄ３５   

Ｄ３２＋Ｄ３８ Ｄ３５＋Ｄ４１ Ｄ３８＋Ｄ５１     

注）異種強度鉄筋の接合は１サイズ違いまでとする。 

 

表－１．１（２） ＣＢ工法の範囲と組み合わせ（※２）ＳＤ３９０ 

適用鉄筋 
種類 ＪＩＳ Ｇ ３１１２「鉄筋コンクリート用棒鋼」 ＳＤ３９０ 

呼び名 Ｄ２５ Ｄ２９ Ｄ３２ Ｄ３５ Ｄ３８ Ｄ４１ Ｄ５１   

同径継手の組合わせ 
Ｄ２５＋Ｄ２５ Ｄ２９＋Ｄ２９ Ｄ３２＋Ｄ３２ Ｄ３５＋Ｄ３５   

Ｄ３８＋Ｄ３８ Ｄ４１＋Ｄ４１ Ｄ５１＋Ｄ５１     

異径継手の 

組合わせ 

１サイズ違い 
Ｄ２５＋Ｄ２９ Ｄ２９＋Ｄ３１ Ｄ３２＋Ｄ３５ Ｄ３５＋Ｄ３８   

Ｄ３８＋Ｄ４１ Ｄ４１＋Ｄ５１       

２サイズ違い 
Ｄ２５＋Ｄ３２ Ｄ２９＋Ｄ３５ Ｄ３２＋Ｄ３８ Ｄ３５＋Ｄ４１  

Ｄ３８＋Ｄ５１         

注）異種強度鉄筋の接合は１サイズ違いまでとする。  



2 

 

表－１．１(３) ＣＢ工法の範囲と組み合わせ（※２）ＳＤ４９０ 

適用鉄筋 
種類 ＪＩＳ Ｇ ３１１２「鉄筋コンクリート用棒鋼」 ＳＤ４９０ 

呼び名 Ｄ３２ Ｄ３５ Ｄ３８ Ｄ４１ Ｄ５１     

同径継手の組合わせ 
Ｄ３２＋Ｄ３２ Ｄ３５＋Ｄ３５ Ｄ３８＋Ｄ３８ Ｄ４１＋Ｄ４１   

Ｄ５１＋Ｄ５１               

異径継手の 

組合わせ 

１サイズ違い Ｄ３２＋Ｄ３５ Ｄ３５＋Ｄ３８ Ｄ３８＋Ｄ４１ Ｄ４１＋Ｄ５１   

２サイズ違い Ｄ３２＋Ｄ３８ Ｄ３５＋Ｄ４１ Ｄ３８＋Ｄ５１     

注）SD３９０との接合については１サイズ違いまでとし、SD３４５との接合は含まない。 

 

１．２  用語 ＜Ｒ０５．０６＞                        

 本指針の用語はＪＩＳ Z ３００１「溶接用語」の意味の他、次のごとく定める。 

（１） CＢ工法協会（技術委員会）＜ＣＢ工法協会＞ 

  当工法の管理方法、溶接作業または検査における技術的な指導あるいは問題点を討議

し、解決する。 

 

（２） 監理技術者（責任技術者）＜設計監理者、工事監理者、施工管理者＞ 

  施工を総合的に監理する技術者をいう。 

 

（３） ＣＢ工法施工管理技術者＜ＣＢ工法協会会員＞ 

鉄筋溶接継手（ＣＢ工法）施工要領書を作成し、ＣＢ工法協会（技術委員会）の制定す

る鉄筋溶接継手（ＣＢ工法）「鉄筋溶接継手管理技士」基準を満足する有資格者でＣＢ

工法の施工管理を行う、現場を管理する技術者をいう。 

 

（４）溶接作業者＜ＣＢ工法協会会員（所属作業者）＞ 

  ＪＩＳ Z ３８４１「半自動溶接技術検定における試験方法および判定基準」に規定

された基本級（※１）または専門級（※２）のいずれかの有資格者で、かつ、溶接技術

者によるＣＢ工法に関する指導訓練を受け、ＣＢ工法協会（技術委員会）が実施する「鉄

筋溶接継手（ＣＢ工法）溶接技術検定試験」（ＪＩＳ Ｚ ３８８２ 準拠）に合格し、

ＣＢ工法協会の認定を受けた有資格者をいう。 

（※１）（ＳＡ－２Ｆ，ＳＡ－３Ｆ，ＳＮ－２Ｆ，ＳＮ－３Ｆ） 

（※２）（ＳＡ－２Ｖ，ＳＡ－２Ｈ，ＳＡ－２Ｏ，ＳＡ－３Ｖ，ＳＡ－３Ｈ，ＳＡ－３Ｏ，

ＳＮ－２Ｖ，ＳＮ－２Ｈ，ＳＮ－２Ｏ，ＳＮ－３Ｖ，ＳＮ－３Ｈ，ＳＮ－３Ｏ） 

  ＣＢ工法は特殊な溶接方法であり、溶接技術には鋼板の溶接技術を対象としたＪＩＳ

の資格は必ずしも適していない。しかし、溶接の基礎的知識は必要なので受検にはＪＩ

Ｓの資格取得を条件とした。 

 

（５）超音波探傷検査技術者＜第三者検査機関＞ 

  ＪＩＳ Z ２３０５「非破壊試験－技術者の資格及び認証」（日本非破壊検査協会Ｎ

ＤＩＳ ０６０１－２０００「非破壊検査技術者技量認定規程」）に基づく有資格者お

よび同等の有資格者をいう。 
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第２章  材料および使用機器 

 

２．１  鉄筋 

 鉄筋はＪＩＳ Ｇ ３１１２「鉄筋コンクリート用棒鋼」に規定されたもののうち、ＳＤ３

４５（呼び名 Ｄ１９～Ｄ５１）、ＳＤ３９０（呼び名 Ｄ２５～Ｄ５１）および ＳＤ４９０

（呼び名 Ｄ３２～Ｄ５１）とする。鉄筋は使用前に、メーカーの発行する試験成績書また

は使用者の行う試験によって、鉄筋がＪＩＳの規定を満足していることを確認するものと

する。鉄筋の化学成分、機械的性質のＪＩＳ規格値を表－２．１、表－２．２に示す。 

 

表－２．１  化学成分 ＪＩＳ規格値 ＜Ｒ０５．０６＞ 

種類の記号 

化学成分 ％以下 

Ｃ Ｓｉ Ｍｎ Ｐ Ｓ 炭素当量 
 

ＳＤ３４５ ０．２７ ０．５５ １．６０ ０．０４ ０．０４ ０．６０  

ＳＤ３９０ ０．２９ ０．５５ １．８０ ０．０４ ０．０４ ０．６５  

ＳＤ４９０（※1） ０．３２ ０．５５ １．８０ ０．０４ ０．０４ ０．７０  

化学記号 Ｃ：炭素 Ｓｉ：ケイ素 Ｍｎ：マンガン Ｐ：リン Ｓ：硫黄 

 

表－２．２  機械的性質 ＪＩＳ規格値 

種類の記号 

機械的性質 

降伏点又は０．２％耐力  

（Ｎ／ｍｍ２） 

引張強さ 

（Ｎ／ｍｍ２）  

ＳＤ３４５ ３４５ ～ ４４０ ４９０  

ＳＤ３９０ ３９０ ～ ５１０ ５６０  

ＳＤ４９０（※1） ４９０ ～ ６２５ ６２０  

（※１） 

ＳＤ４９０は極めて硬い鋼材なので、使用に当たり鉄筋材料および溶接材料の試験等が

必要である。施工前試験を実施し、性能を確認する。 

 

２．２  溶接装置 ＜Ｒ０５．０６＞  

 溶接装置は半自動アーク溶接機（溶接電源、ワイヤ送給装置、溶接トーチ）、溶接治具、

付属用具であるケーブル類および電流計で構成される。さらに、炭酸ガスシールドアーク溶

接であればガス供給装置（ボンベ、圧力調整器）も必要となる。溶接機の基本構成を図―２．

１に、溶接機の仕様を表－２．３に示す。ＣＢ工法を行う上で、一般的な溶接機のメーカー・

商品名を表－２．４に示す。 

近年では、デジタルインバータ制御（インバータ制御に加え、波形のデジタル制御を行う

制御方法）の溶接機が普及しており、安定した溶接を行えることから、デジタルインバータ

制御の溶接機を使用する。  



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２．１  溶接機の基本構成 （一例） 

 

表－２．３  溶接機の仕様 （一例）               

装置 仕様 ３５０Ａタイプ 

電源 （商用電源） ３相交流 ２００Ｖ±１０％ ５０／６０Ｈｚ 

溶接電源 

定格入力 １７KVA（１６ＫＷ） 

出力電流 ３０A～３５０Ａ 

出力電圧 １２V～３６Ｖ 

送給装置 ワイヤ径 １．２φ 

圧力調整器 炭酸ガス流量計 ２５Ｌ／ｍｉｎ 

 

表－２．４  溶接機のメーカーと商品名（一例） ＜Ｒ０５．０６＞ 

メーカー名 商品名 メーカー名 商品名 

ダイヘン 

ＤＭ３５０・ＤＭ３５０Ⅲ 

Panasonic 

ＹＤー３５０ＧＲ３ 

Ｍ３５０Ⅱ ＹＤー３５０ＶＲ１ 

 

２．３  電源 ＜Ｒ０５．０６＞ 

 電源は、溶接作業をするために、必要な定格入力を確保する。 

表－２．３溶接機の仕様（一例）のように定格入力が１７KVA の場合、１７KVA÷２０

０V＝８５A となり、分電盤で三相２００V の８５A を確保する必要がある。 

発電機の場合、定格入力の１．５倍から２．０倍の発電機容量が必要になるため、１７KVA

×２＝３４KVA 必要となり、溶接機１台あたり発電機容量４５KVA を使用する。 

原則、溶接機１台につき発電機１台の使用とする。溶接機２台を発電機１台で使用する場

合は電機容量の不足に注意し、発電機の発電機容量６０KVA 以上を使用する。 

２５KVA の発電機は、発電機容量が不足するため、使用しない。（２５KVA でも溶接機

の電源は ON になるが、安定した溶接作業は難しい。）  
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２．４  溶接ワイヤ ＜Ｒ０５．０６＞ 

 溶接ワイヤはＪＩＳ Ｚ ３３１２「軟鋼､高張力鋼及び低温用鋼用のマグ溶接及びミグ

溶接ソリッドワイヤ」に規定されたもののうちＹＧＷ１１・ＹＧＷ１２・ＹＧＷ１３・ＹＧ

Ｗ１８・Ｇ５５Ａ４Ｃ（３Ｍ１Ｔ）・Ｇ５９ＪＡ１ＵＣ（３Ｍ１Ｔ)・Ｇ６９Ａ２ＵＣ（Ｎ２

Ｍ４Ｔ）・Ｇ７８Ａ２ＵＣ（Ｎ４Ｍ４Ｔ）、およびＪＩＳ Z ３３１３「軟鋼、高張力鋼及び

低温用鋼用アーク溶接フラックス入りワイヤ」に規定されたもののうちＴ４９Ｊ０Ｔ１－

０ＣＡ－Ｕ・Ｔ４９Ｊ０Ｔ１－１ＣＡ－Ｕ・Ｔ４９Ｊ０T１５－０ＣＡ－U・T４９Ｊ０T１

５－１ＣＡ－U・T５５０T１５－０ＣＡ－U・T５９Ｊ１T１－１ＣＡ－（Ｎ２Ｍ１）－Ｕ、

あるいは同等品とする。 

採用に当たってはミルシートを確認し、溶接ワイヤと鉄筋との適合性を検討する。必ず、

溶接ワイヤの引張強度が、鉄筋の引張強度より強いことを確認する。 

 溶接ワイヤ（溶着金属の機械的性質）のＪＩＳ規格値を表－２．５に示す。 

 溶接ワイヤ銘柄表（製造会社別）を表－２．６に示す。 

 鉄筋鋼種ごとの溶接ワイヤの組み合わせ例を表－２．７に示す。 

 

表－２．５  溶接ワイヤ（一例）           １ＭＰａ ＝ １Ｎ／ｍｍ２ 

種
類 

ワイヤ記号 

溶着金属の機械的性質 

備考 

ｋｇ／ｍｍ2

級 

引張強さ 耐力 伸び 

衝撃 

試験 

温度 

ｼｬﾙﾋﾟｰ 

吸収 

ｴﾈﾙｷﾞｰ 

規定値 

 

 

MPa MPa %以上 ℃ J  

 

ＹＧＷ１１ ４９０～６７０ ４００以上 １８ ０ ４７以上 

５０キロ級 

 

ＹＧＷ１２ ４９０～６７０ ３９０以上 １８ ０ ２７以上  

ＹＧＷ１３ ４９０～６７０ ３９０以上 １８ ０ ２７以上  

ＹＧＷ１８ ５５０～７４０ ４６０以上 １７ ０ ７０以上 
５５キロ級 

 

Ｇ５５Ａ４Ｃ（３Ｍ１Ｔ） ５５０～７４０ ４６０以上 １７ －４０ ２７以上  

Ｇ５９ＪＡ１ＵＣ（３Ｍ１Ｔ） ５９０～７９０ ４９０以上 １６ －５ ４７以上 ６０キロ級  

Ｇ６９Ａ２ＵＣ（Ｎ２Ｍ４Ｔ） ６９０～８９０ ６００以上 １４ －２０ ４７以上 ７０キロ級  

Ｇ７８Ａ２ＵＣ（Ｎ４Ｍ４Ｔ） ７８０～９８０ ６８０以上 １３ －２０ ４７以上 ８０キロ級  

 

Ｔ４９Ｊ０Ｔ１－０ＣＡ－Ｕ ４９０～６７０ ４００以上 １８ ０ ２７以上 

５０キロ級 

 

Ｔ４９Ｊ０Ｔ１－１ＣＡ－Ｕ ４９０～６７０ ４００以上 １８ ０ ２７以上  

Ｔ４９Ｊ０Ｔ１５－０ＣＡ－Ｕ ４９０～６７０ ４００以上 １８ ０ ２７以上  

Ｔ４９Ｊ０Ｔ１５－１ＣＡ－Ｕ ４９０～６７０ ４００以上 １８ ０ ２７以上  

Ｔ５５０Ｔ１５－０ＣＡ－Ｕ ５５０～７４０ ４６０以上 １７ ０ ２７以上 ５５キロ級  

Ｔ５９Ｊ１Ｔ１－１ＣＡ－（Ｎ２Ｍ１）－Ｕ ５９０～７９０ ５００以上 １６ －５ ２７以上 ６０キロ級  

※ワイヤ記号の（ ）内は化学成分の分類である、メーカーおよび使用目的により変わる。 
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表－２．６  溶接ワイヤ銘柄表（一例） ＜Ｒ０５．０６＞ 

販売元 銘柄 JIS 規格 AWS 規格 

(株)神戸製鋼 

ＭＧー５０ ＹＧＷ１１ Ａ５．１８ ＥＲ７０Ｓ－Ｇ 該当 

ＭＧー６０ ・ ＭＧー６０ＴＫ Ｇ５９ＪＡ１ＵＣ３Ｍ１Ｔ Ａ５．２８ ＥＲ８０Ｓ－Ｇ 該当 

ＭＧー７０ ・ ＭＧー７０ＴＫ Ｇ６９Ａ２ＵＣＮ２Ｍ４Ｔ Ａ５．２８ ＥＲ１００Ｓ－Ｇ 該当 

ＭＧー８０ ・ ＭＧー８０ＴＫ Ｇ７８Ａ２ＵＣＮ４Ｍ４Ｔ Ａ５．２８ ＥＲ１１０Ｓ－Ｇ 該当 

(株)ＪＫＷ 

ＫＣ－５０ ＹＧＷ１１ Ａ５．１８ ＥＲ７０Ｓ－Ｇ 該当 

ＫＣ－６０ ・ ＫＣ－６０ＢＴ Ｇ５９ＪＡ１ＵＣ３Ｍ１Ｔ Ａ５．２８ ＥＲ８０Ｓ－Ｇ 該当 

ＫＣ－６５ Ｇ６９Ａ２ＵＣＮ１Ｍ２Ｔ Ａ５．２８ ＥＲ８０Ｓ－Ｇ 該当 

廣泰金属(株) 
ＫＭー５８ （ＣＢＭー５０） ＹＧＷ１１ Ａ５．１８ ＥＲ７０Ｓ－Ｇ 該当 

ＫＭー６０ （ＣＢＭー６０） Ｇ５９ＪＡ１ＵＣ３Ｍ１Ｔ Ａ５．２８ ＥＲ８０Ｓ－Ｇ 該当 

日本製鉄(株) 

YM-２６ ＹＧＷ１１ Ａ５．１８ ＥＲ７０Ｓ－Ｇ 該当 

YM－６０C Ｇ５９ＪＡ１ＵＣ３Ｍ１Ｔ Ａ５．２８ ＥＲ８０Ｓ－Ｇ 該当 

YM－７０C Ｇ６９Ａ２ＵＣＮ４Ｍ３Ｔ Ａ５．２８ ＥＲ８０Ｓ－Ｇ 該当 

 

表－２．７  鉄筋鋼種ごとの溶接ワイヤの組み合わせ例の表 ＜Ｒ０５．０６＞ 

鉄筋鋼種 溶接ワイヤの組み合わせ 

SR２３５ 

SR２９５ 

SD２９５ 

５０キロ級以上 

MG－５０・KC－５０・YM－２６・ 

MG－６０TK・KC－６０BT・YM－６０C・ 

MG－７０TK・KC－６５・YM－７０C 等  

SD３４５ 

５０キロ級以上 

MG－５０・KC－５０・YM－２６・ 

MG－６０TK・KC－６０BT・YM－６０C・ 

MG－７０TK・KC－６５・YM－７０C 等 

 

 

SD３９０ 

６０キロ級以上 

MG－６０TK・KC－６０BT・YM－６０C・ 

MG－７０TK・KC－６５・YM－７０C 等 

 

 

SD４９０ 
７０キロ級以上 

MG－７０TK・KC－６５・YM－７０C・MG－８０等 

 

 
鉄筋のＪＩＳ規格値強度に対応する溶接ワイヤは、ＳＤ３４５に対して４９０Ｎ／ｍｍ２

（５０ｋｇ／ｍｍ２）級ワイヤ、ＳＤ３９０に対して５９０Ｎ／ｍｍ２（６０ｋｇ／ｍｍ２）

級ワイヤ、ＳＤ４９０に対して６２０Ｎ／ｍｍ２（７０ｋｇ／ｍｍ２）級ワイヤである。 

しかし、鉄筋は一般にＪＩＳ規格値強度より高い実強度を有しているので、この様な組合

せでは引張試験で溶接部（溶着金属部）破断となり易い。このため、鉄筋強度によっては、

ＪＩＳ規格強度よりワンランク上の溶接ワイヤの使用が必要になる場合がある。 

 鉄筋鋼種に対して、溶接ワイヤの強度が高い場合の組み合わせは可能とする。 

（注）現場環境によっては、鉄筋の異種強度が混在するため、鉄筋と溶接ワイヤの組み合わ

せに注意する。  
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２．５  シールドガス（炭酸ガス） ＜Ｒ０５．０６＞ 

炭酸ガスシールドアーク溶接に使用する炭酸ガスはＪＩＳ Ｋ １１０６「液化二酸化炭

素（液化炭酸ガス）」の規格品とする。 

 液化二酸化炭素（液化炭酸ガス）のＪＩＳ規格値を表－２．８に示す。 

 

表－２．8 ＪＩＳ Ｋ １１０６「液化二酸化炭素（液化炭酸ガス）」 

液化二酸化炭素 

（液化炭酸ガス） 

成分 

臭気 二酸化炭素 水分 

vol％ vol％ 

品質 

１種 ９９．５以上 ０．１２以下 異臭のないこと 

２種 ９９．５以上 ０．０１２以下 異臭のないこと 

３種 ９９．９以上 ０．００５以下 異臭のないこと 

SDS データシートかミルシート等で品質を確認すること。 

 

２．６  CＢセラミックス                     

 鉄筋径（呼び名）に応じて、裏当て材（※１）としてＣＢセラミックスを１箇所につき１

個使用する。使用するＣＢセラミックスは当協会が供給した物とする。ＣＢセラミックス、

ＣＢホルダーの形状を図－２．２に示す。 

ＣＢセラミックスは当協会から供給された物を１箇所につき１個使用する。 

一度使用したＣＢセラミックスを再度使用する場合、継手性能は保証しない。 

（※1） 

ネジ節鉄筋と一般鉄筋と形状が違う場合、または、溶接姿勢が横向き（柱筋溶接）の場合

などは、溶接作業者が溶接施工に問題がないよう、使用するＣＢセラミックスを適宜選定す

る。特に、ネジ節鉄筋はメーカーによりネジ節面と平坦面では 1 サイズ差ほどのものがあ

り、ＣＢセラミックスの選定が重要である。 

D１３・D１６についても、ＣＢセラミックスの用意がある。 

 

２．７  ＣＢホルダー（ＣＢセラミックス固定治具） 

 必要に応じて、ＣＢホルダーを使用する。施工環境等でＣＢホルダーが使用できない場合

は、溶接作業者がＣＢセラミックスを保持できる治具を適宜選定または作製し使用する。 

（ＣＢセラミックスを固定できればよい。）形状の一例を図－２．２に示す。 

ＣＢホルダーは施工環境に応じてその性能を発揮する物を使用する。材質および形状は

問わない。 

 

 

 

 

 

ＣＢセラミックス            ＣＢホルダー （一例） 

図－２．２  ＣＢセラミックスおよびＣＢホルダー （一例）  
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２．８  ＣＢ鉄筋ホルダー（鉄筋固定治具） 

 適用鉄筋径に応じて、ＣＢ鉄筋ホルダーを使用する。施工環境等で標準品が使用できない

場合は、溶接作業者が鉄筋を保持できる鉄筋ホルダーを適宜選定し使用する。 

鉄筋ホルダーはこの図に示す以外に各種用意されている。芯ずれや開先間隔を調整出来

る物もあり、施工条件に応じて溶接作業者が選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

図－２．３  鉄筋ホルダー （一例） 

 

      

図－２．4  鉄筋ホルダー寸法 （mm） 

※メーカーにより異なります。 

詳しい寸法は継手業者にお問い合わせください。 
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第３章  管理内容 

 

３．１  管理内容 ＜Ｒ０５．０６＞                       

 ＣＢ工法は、以下の（１）～（４）に示す組織あるいは各担当者により管理される。組織

あるいは各担当者の管理内容を以下に示す。（担当者の所属する組織は＜ ＞で示す。） 

（１）ＣＢ工法協会（技術委員会）＜ＣＢ工法協会＞ 

・技術的問題点の解決を図り、技術情報を確認・公開する。 

・鉄筋溶接継手（ＣＢ工法）設計･施工管理指針の検討・改訂をする。 

・ＣＢ工法協会会員に技術指導を行う。 

・鉄筋溶接継手管理技士講習を実施し、ＣＢ工法に適する鉄筋溶接継手管理技士適格性

証明書の登録・発行を行う。 

・ＣＢ工法溶接技術検定試験を実施・審査し、鉄筋溶接技量適格性証明書の登録・発行

を行なう。 

 

（２） 監理技術者＜設計監理、現場監理、施工管理＞ 

・施工を総合的に監理する。 

・検査機関及び検査技術者を選定する。 

・検査（外観検査、超音波探傷検査、破壊検査）結果を記録、保管する。 

 

（３） ＣＢ工法施工管理技術者 

＜ＣＢ工法協会会員／鉄筋溶接継手管理技士適格性証明書の保有者＞ 

・鉄筋溶接継手（ＣＢ工法）施工要領書を作成する。 

・溶接資機材の安全点検および監理をする。 

・溶接作業前検査の結果を確認し、その判定をする。 

・溶接作業者の外観検査の結果を確認し、その判定をする。 

・検査結果を確認し、保管・提出する。 

・溶接作業者のＣＢ工法に関する指導を行なう。 

・ＣＢ工法溶接技術検定試験の立ち合いをする。 

・溶接作業者の資格の確認を行なう。 

 

（４） 溶接作業者＜ＣＢ工法協会会員／鉄筋溶接技量適格性証明書の保有者＞ 

・施工管理技術者の指示に従い溶接条件の確認をする。 

・溶接作業前検査として、鉄筋端面、開先間隔、開先角度および異物付着を検査する。 

・溶接作業をする。 

・溶接作業終了後、溶接結果の確認し、検査結果を記録する。 

・ＣＢ工法施工管理技術者の指導のもとに外観検査として、溶接表面のアンダーカッ

ト、余盛、割れ、クレータ、鉄筋の接合に対して偏芯及び角折れの検査をする。 
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３．２  管理体制 ＜Ｒ０５．０６＞ 

 管理体制のフローを図－３．１に示す。また、作業の管理フローを図－３．２に示す。 

 ＣＢ工法は、主にＣＢ工法協会（技術委員会）によって総括管理される。ＣＢ工法の現場

作業において、技術指導はＣＢ工法協会が行い、溶接検査はＣＢ工法協会の技術指導のもと

ＣＢ工法施工管理技術者および溶接作業者が行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－３．１管理体制のフロー  
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図－３．２  作業の管理のフロー 

検査は、公共性・公益性の確保された機関で行うものとする。大学は、特定公益増進法人と

して公共法人などのうち教育又は科学の振興等公益の増進に著しく寄与するものとして認

められた団体である。 

 

３．３  施工責任 

ＣＢ工法を採用した施工会社（監理技術者）の責任施工とする。
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第４章  溶接作業（条件および手順）と施工管理           

 

４．１  ＣＢ工法施工管理技術者の施工管理 

ＣＢ工法施工管理技術者は、鉄筋の組立・溶接等のそれぞれの作業工程において、常にそ

の状況を把握し、不適切な事項があった場合は、その作業に対し適切な指示をする。 

ＣＢ工法施工管理技術者が施工管理を行うときは、「鉄筋溶接継手管理技士適格性証明書」

を携帯しなければならない。 

 

４．２  施工前試験 ＜Ｒ０５．０６＞ 

施工前試験の実施は、監理技術者と管理技術者が協議し決定する。 

施工前試験は監理技術者の指示に基づき行い、溶接作業者の技量確認、溶接環境及び溶接

材料等の適否を確認するために行う。 

 試験方法は引張試験又は、超音波探傷試験とし、できるだけ実際の形状に近い試験体を作

製する。作製する試験体は、最大径・最大鋼種とする。試験体数は原則として１作業者につ

き連続３本とする。３本すべてが合格した時を合格とし、不合格継手が１本の場合にのみ再

受験を認め、２本以上の不合格継手の場合はその溶接作業者を採用しない。 

再試験を行う場合は、不具合の原因を究明し、対策を行ってからとする。 

 

４．３  溶接作業者の「鉄筋溶接技量適格性証明書」の携帯 ＜Ｒ０５．０６＞ 

 溶接作業者が、溶接作業に従事するときは、「鉄筋溶接技量適格性証明書」を携帯しなけ

ればならない。資格種別と作業範囲を表－４．１、表－４．２に示す。（付則１） 

 資格種別と作業範囲は、適格性証明の発行日で異なり、２０２３年３月３１日までと２０

２３年４月１日以降でそれぞれ異なる。どちらの発行日でも、有効期限以内であれば、有効

として取り扱う。２０２３年４月１日以降は、表－４．１の資格種別と作業範囲では、資格

証を発行せず、表－４．２の資格種別と作業範囲で適格性証明書を発行する。 

 

表－４．１ 資格種別と作業範囲 （資格証発行日２０２３年３月３１日まで） 

資格種別 適用鉄筋 

下向き（梁筋） 横向き(柱筋) 

適用鉄筋径（呼び名） 適用鉄筋径（呼び名） 

D19～D38 D41～D51 D19～D38 D41～D51 

F-2 SD295 SD345 SD390 ○ － － － 

F-1 
SD295 SD345 SD390 

○ ○ － － 
SD490 

H-2 SD295 SD345 SD390 － － ○ － 

H-1 
SD295 SD345 SD390 

－ － ○ ○ 
SD490 
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表－４．２ 資格種別と作業範囲 （適格性証明書発行日２０２３年４月１日以降） 

資格種別 
鉄筋溶接作業範囲 

鉄筋の種類 鉄筋の径及び呼び名 溶接姿勢 

1F 種 

JIS G 3112 に規定する

SR235,SR295,SD295A, 

SD295B,SD345 及び SD390 

径 32mm 以下 

呼び名 D32 以下 

下向き（梁向き） 

1H 種 横向き（柱向き） 

2F 種 

径 50mma) 以下 

呼び名 D51a) 以下 

下向き（梁向き） 

2H 種 横向き（柱向き） 

3F 種 JIS G 3112 に規定する

SR235,SR295,SD295A,SD295B, 

SD345,SD390 及び SD490 

下向き（梁向き） 

3H 種 横向き（柱向き） 

注 a) 

 

径が 40mm 又は呼び名が D41 を超える場合は、施工前試験を実施すること

とし、施工前試験の方法は、受渡当事者間の取決めによる。 

 

４．４  溶接作業用機材の管理 ＜Ｒ０５．０６＞ 

（１）日常点検  

ＣＢ工法施工管理技術者が、下記の➀～⑦の項目について点検結果を記録・保管する。 

➀ 異常な振動、うなり、臭いなどはないか。 

② 冷却ファンが電源スイッチを入れた時に、円滑に回転するか。 

③ スイッチに動作不良はないか。 

④ 外装やフロントパネル等に損傷はないか。 

⑤ ケーブルの接続部に緩みや異常な発熱はないか。 

⑥ ケーブルに断線もしくは断線しかけている箇所はないか。 

⑦ ケーブルの絶縁被覆に傷や損傷はないか。 

 

（２）定期点検（３～６ヶ月毎） 

ＣＢ工法施工管理技術者が、下記の➀～⑤の項目について点検結果を記録・保管する。 

➀トーチ部品の点検 

②電気的接続部分の点検 

③接地線の点検 

④溶接電源内部の点検・ほこりの除去 

⑤防塵フィルタの点検・フィルタの掃除 
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４．５  継手設計の確認 

（１） 鉄筋の組立精度 ＜Ｒ０５．０６＞ 

 鉄筋の組立は日本建築学会「鉄筋コンクリート造配筋指針」による。接合鉄筋相互間の軸

偏心量は３mm 以下、かつ鉄筋径（呼び名）の１／１０以下とし、継手部の角折れ勾配は

３°以下とする。 

 

    余盛高さの許容値 

 
 

（２） 継手の位置 

 継手の位置は設計図または施工図による。溶接位置を変更する場合は監理技術者の承認

を得る。 

 継手の位置は鉄筋の直線部とし、周囲には溶接作業に必要な空間（※１）を確保する。 

（※1） 

ＰＣコンクリート等で、コンクリート端面に極めて近い位置で溶接しなければならない

ことがある。この場合コンクリート端面から少なくとも １０ｃｍ離れた位置で溶接する。

この程度の間隔でコンクリートへの熱影響を少なくすることができる。 

 固定されていない鉄筋は溶接後 ０．５～１．０ｍｍ程度の収縮が生じる。固定されてい

る鉄筋は溶接後、収縮変形は少ないが、収縮応力が引張力として生じる。この値は最大１５

０Ｎ／ｍｍ２程度である。 

 工事現場での実測の結果ではＰＣコンクリート構造でコンクリート面から ４５ｃｍ（接

合される鉄筋⾧さ合計で９０ｃｍ）露出した鉄筋を溶接した場合収縮応力は５０Ｎ／ｍｍ２

以下となった。この時、収縮変位が約 ０．７ｍｍ程度生じたが、ＰＣコンクリート構造の

施工誤差からみて許容される範囲であった。実験室内で完全に拘束された鉄筋を溶接した

場合、残留応力は以下の数値となった。 

 

接合される鉄筋⾧さ合計 １００ｃｍ ： １１０Ｎ／ｍｍ２ 

接合される鉄筋⾧さ合計  ７５ｃｍ ： １７０Ｎ／ｍｍ２ 

接合される鉄筋⾧さ合計   ５０ｃｍ ： ２５０N／ｍｍ２ 

 

 溶接後には収縮変位か残留応力かのいずれかが発生するが完全に拘束するには鉄筋降伏

荷重以上の力が必要であり、実際の工事現場ではこのような拘束はおきない。その代わり、

前述のような収縮変位が発生する。これも最大で １ｍｍ程度であり、コンクリート工事の

精度からみて許容範囲といえる。 

 

（３） 継手部の曲げ加工の禁止 

 溶接継手部位での曲げ加工は行ってはならない。 

  

鉄筋経（呼び名） D13～D29 D32 D35 D38 D41 D51

余盛高さの許容値 3.0mm以下 3.2mm以下 3.5mm以下 3.8mm以下 4.1mm以下 5.1mm以下
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４．６  溶接準備 

 

（１） 溶接作業空間 

 溶接作業に必要な空間を確保しなければならない。 

溶接作業者が作業できる空間として、幅１．５ｍ、高さ１．５ｍ、奥行き２．０ｍ程度が

必要である。また、溶接する箇所は作業空間に隣接する、幅１．０ｍ、高さ１．０ｍ、奥行

き１．０ｍ程度の障害の少ない空間が必要である。 

 

（２） 溶接作業時の天候及び風の条件 ＜Ｒ０５．０６＞ 

 降雨時および降雪時は原則作業を行わない。 

手元において２ｍ／ｓｅｃを超える風の時は防風用フード等で防風処置をする。また、作

業スペースにおいて５ｍ／ｓｅｃを超える時は作業スペースをシート等で覆うなどの対策

を行う。 

作業の安全性、継手の品質に支障が無いことが確認され、協議の結果、監理技術者・管理

技術者の承認を得た場合はこの限りでない。協議内容は記録・保管する。 

下記写真は、実験として雨天時にテストピースを作成し、引張試験を行った際の破断面で

ある。雨天時に、溶接を行うとブローが発生する恐れがあるので注意する。 

 

 
 

写真―４．１ ブロー写真 

 

（３） 予熱 ＜Ｒ０５．０６＞                           

 気温が０℃以下の時は、水分除去の目的で余熱をするのが望ましい。 

余熱は、溶接部を３６℃程度以上（人肌程度）とする。（人肌程度とは、鉄筋に素手で触

って温かいと感じる温度） 

 

（４） 溶接部の清掃 

 溶接に先立ち、開先部の水分・ペイント・油脂・セメントペースト等の付着物はウェス・

ワイヤブラシ・グラインダー等で完全に除去する。 

 錆は、溶接時に溶融し、溶接ワイヤに含まれる脱酸材（Ｓｉ：ケイ素、Ｍｎ：マンガン）

によりある程度還元されるので、例えば浮き錆をワイヤブラシ等で除去し表面に残る程度

の錆であれば溶接に支障はない。ただし、⾧期間屋外で暴露していたり海岸に近い場所で暴

露していたりして錆が進行した材料については、ガス切断のノッチのような傷ができる可

能性があり、グラインダー等で完全に除去する必要がある。  
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（５） 溶接ワイヤの確認 

 溶接ワイヤは発錆しないように、乾燥した場所に保管された物を使用し、錆の発生した溶

接ワイヤは使用しない。また、所定の規格（銘柄）であるかを確認しなければならない。 

溶接ワイヤは、継手の強度を保証する重要な材料なので規格ラベルが損失した溶接ワイ

ヤは錆が発生していなくても使用しない。また、鉄筋の実際の強度は規格強度より高いので、

鉄筋のミルシート等で使用鉄筋の強度を確認し、溶接ワイヤの規格強度が使用鉄筋の強度

を上回るように選定する。 

 

（６） 防風用治具 

 手元において２ｍ／ｓｅｃを超え５ｍ／ｓｅｃ以下の風の時には、防風用フードを使用

する。また、作業スペースにおいて５ｍ／ｓｅｃを超える風の時は作業スペースをシートで

覆う等の対策を行ったうえ防風用フードを併用し、手元において２ｍ／ｓｅｃ以下となる

ようにする。 

 シールドガス半自動アーク溶接を行うにあたり注意しなければならないのは、防風対策

である。防風用フードを使用し、開先内に風が吹き込まないようにしなければならない。ま

た、シールドガスの流量を増やすことである程度防風できるが、極端に多量なシールドガス

流量の場合、乱気流が発生しシールド効果が損なわれるので、現場の状況に合わせて防風用

フードを適宜使用し施工する。また、ノズル内のスパッタはガスの流れを阻害するので常に

清掃を行い、シールドガスが確実に溶接部をシールドする環境を整える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－４．１ 防風用フードの一例                   
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４．７  開先 ＜Ｒ０５．０６＞ 

（１）開先加工 

溶接作業に先立ち、鉄筋溶接部の開先が表－４．２「ＣＢ工法の標準開先形状と標準開先

間隔」を満足していることを確認する。鉄筋の開先は高速切断機等によって機械的に切断加

工する。ガス切断の場合は、開先面が平滑になるまでグラインダー等で研削する。開先の組

立に当たり、適当な開先を確保するために開先ゲージ等を使用する。また、図－４．２のよ

うに逆開先にならないように鉄筋を保持する。 

 

（２） 鉄筋が拘束されている場合の開先の整合 

 先組鉄筋やプレキャストコンクリートの様に溶接しようとする鉄筋が両方固定されてい

る場合は以下の要領で開先の整合を行う。 

 

（３） 先組鉄筋の場合 

 鉄筋を固定している結束線を解き鉄筋をずらし、ルート間隔・開先角度・逆開先・端面形

状・異物の付着等を確認する。 

 

（４） プレキャストコンクリート等の鉄筋の場合 

 鉄筋を１５０ｍｍ以上の間隔で切断しグラインダー等で開先を処理した後、所定の開先

寸法が得られる⾧さで、切断した鉄筋と同等の鉄筋を使用し、両側を溶接する。 

 

 

 

 

 

 

溶接方向 

 

              

 

 

逆開先不可         開先ゲージの一例 

図－４．２  開先の確認と開先ゲージ 

鉄筋切断をシア切断した場合、端面の曲がりが生じる。曲がりの程度によっては、開先加

工が必要な場合がある。開先加工は原則であり、継手品質が確保できるように開先を整える。 

 

 

 

 

 

 

 

図－４．３  ＰＣコンクリートの鉄筋軸がずれている場合の処理  
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表－４．２  ＣＢ工法の標準開先形状と標準開先間隔 

継手鉄筋径の 

組合せ 
溶接姿勢 開先形状 

開先間隔 

（R.G） 
許容誤差（開先角度） 

同
径
継
手 

Ｄ１９＋Ｄ１９ 

下向き 

 

横向き 

Ｉ形 ６～１７ｍｍ 

０°≦α≦５° 

Ｄ２２＋Ｄ２２ 

  

Ｄ２５＋Ｄ２５ 

Ｄ２９＋Ｄ２９ 

Ｄ３２＋Ｄ３２ 

Ｄ３５＋Ｄ３５ 

Ｄ３８＋Ｄ３８ 

Ｄ４１＋Ｄ４１ 

Ｄ５１＋Ｄ５１ 

異
径
継
手 

Ｄ１９＋Ｄ２２ 

下向き 

 

横向き 

Ｉ形 ６～１７ｍｍ 

Ｄ２２＋Ｄ２５ 

Ｄ２５＋Ｄ２９ 

Ｄ２９＋Ｄ３２ 

Ｄ３２＋Ｄ３５ 

Ｄ３５＋Ｄ３８ 

Ｄ３８＋Ｄ４１ 

Ｄ４１＋Ｄ５１ 

Ｄ１９＋Ｄ２５ 

下向き 

 

横向き 

Ｉ形 ６～１７ｍｍ 

Ｄ２２＋Ｄ２９ 

Ｄ２５＋Ｄ３２ 

Ｄ２９＋Ｄ３５ 

Ｄ３２＋Ｄ３８ 

Ｄ３５＋Ｄ４１ 

Ｄ３８＋Ｄ５１ 

注）←：溶接方向、α：許容誤差、β：開先角度を示す 

 

 開先間隔は標準値であり、溶接作業者の技量、作業条件でこの数値と異なる場合もあり得

る。なお、表－４．２「ＣＢ工法の標準開先形状と標準開先間隔」の条件と異なる場合は施

工前試験で確認する。 

 現場施工では、品質確保がしやすい、６ｍｍ～１０ｍｍで施工を行う。 

 シールドガス（炭酸ガス）を開先内に充満させるため、開先間隔の最小値を６ｍｍとして

いる。 

先組工法やプレキャストコンクリート工事等の施工性を考慮し、表－４．２「ＣＢ工法の

標準開先形状と標準開先間隔」では開先間隔１７ｍｍまでを許容値としている。 
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４．８  溶接治具の取り付け 

（１） ＣＢセラミックスの確認 

 ＣＢセラミックスは鉄筋径に適合していること、水分・ペイント・油脂等の汚れがないこ

と、割れ等の損傷がないことを確認する。 

 

（２） 治具の取り付け 

 ＣＢセラミックスは鉄筋径に応じたＣＢホルダーによって確実に溶接部に固定する。取

り付け順序を図－４．４に示す。 

 

➀ 開先の加工、開先の整合 

 

 

 

 

② ＣＢ鉄筋ホルダーによる固定および開先の調整 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ＣＢホルダーによるＣＢセラミックスの固定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－４．４  治具の取り付け 

  



20 

 

４．９  溶接条件 ＜Ｒ０５．０６＞ 

（１） 電流および電圧 

 溶接電流および溶接電圧が施工する鉄筋の呼び名および溶接姿勢に適するように設定す

る。設定値を表－４．３に示す。 

溶接電源から溶接トーチ先端までの距離が⾧くなるほど電圧降下により設定値は高くす

る必要がある。電流・電圧の設定値は、溶接作業者又はＣＢ工法施工管理技術者が設定する。 

 

表－４．３  溶接電流および溶接電圧の設定値（参考） 

鉄筋呼び名 
下向き溶接（梁筋） 横向き溶接（柱筋） 

電流（Ａ） 電圧（Ｖ） 電流（Ａ） 電圧（Ｖ） 

Ｄ１３～Ｄ５１ １２０～３５０ １２～３６ １２０～３５０ １２～３６ 

 

（２） シールドガス流量 

 炭酸ガスシールドアーク溶接の場合、炭酸ガス流量は２５ｌ／ｍｉｎを標準とする。ただ

し、作業環境に応じ適宜流量を調整する。 

 シールドガスの流量を増やすことである程度防風できるが、極端に多量なシールドガス

流量の場合、乱気流が発生しシールド効果が損なわれる。現場の状況に合わせて防風用フー

ドを使用し施工する。 

 

４．１０  溶接手順 

（１） アークスタート 

 開先内でアークスタートを行い、バックステップしてセラミックスと開先内を溶着金属

で埋める。 

 

（２） 初層の形成 

 ルート部の間隙を溶着金属が反対側の開先面に先行しないように溶接アークを制御しつ

つ埋める。ウィービングを行いながら初層ビードを形成する。 

 

（３） 開先内の注意点 

前半部分（鉄筋の最大径まで）は、セラミックスをガイドに開先面の溶け残しが無いよう

に溶接アークを制御しつつ運棒を行う。後半部分（鉄筋の最大径を超えた後）は、鉄筋断面

を超える範囲の溶接金属を垂れ落ち無いように制御しつつ肉盛溶接する要領で溶接を行う。 

 

（４） 余盛（クレータ処理） 

 最終層は開先断面の外縁の溶け残しが無いように断面を超えるまで溶接し、クレータ処

理設定等を使用して余盛を行う（クレータ部を十分に盛り上げる）。 

 

（５） 溶接作業の終了 

 溶接終了後、溶着金属の自然冷却を待ってＣＢホルダーとＣＢセラミックスを外し、鉄筋

ホルダーを外す。ＣＢセラミックスが散乱しないように注意する。 
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４．１１ 安全 

（１） 作業環境 

 溶接作業中は安全に十分注意し、電撃（感電）・墜落・火災等が発生しないように安定し

た姿勢で作業ができるような処置を採る。 

 

（２） 安全規則等 

 労働安全衛生規則、高圧ガス取締法、その他関連法規に従い作業を行う。 

溶接に関する現場作業は、アーク溶接等の業務に係る特別教育を修了した者でないと作

業できない。また、開先処理等で研削といしの取替えを行う場合は、研削といしの取替え等

の業務に係る特別教育を修了した者でないと作業できない。なお、粉じん障害防止規則等が

改正され、屋外作業でも防じんマスク（国家検定区分 2 合格以上）の着用が義務づけられる

ようになった。 

 

４．１２ 用具 

（１） 溶接用付属用具 

  溶接作業に使用する付属用具は、下記のものを使用する。 

 （溶接作業に使用する付属用具に対応する日本工業規格） 

① 溶接機 

（ＪＩＳ Ｃ ３４０４ 「溶接用ケーブル」）  

② 溶接用保護具 

（ＪＩＳ Ｔ ８１１３ 「溶接用かわ製保護手袋」） 

（ＪＩＳ Ｔ ８１４１ 「遮光保護具」） 

（ＪＩＳ Ｔ ８１４２ 「溶接用保護面」） 

 

（２） 切断用機材 

  切断作業（開先加工）に使用する機器は、下記のものを使用する。 

（切断作業（開先加工）に使用する機器に対応する日本工業規格） 

① 切断砥石切断機 

（ＪＩＳ Ｒ ６２１４ 「レジノイド切断といし」） 

② 溶断用ガス 

（ＪＩＳ Ｋ １１０１ 「酸素」） 

（ＪＩＳ Ｋ １９０２ 「溶解アセチレン」） 

③ ガス溶断機・ガス供給装置および導管 

（ＪＩＳ Ｂ ６８０２ 「手動ガス切断器」） 

（ＪＩＳ Ｂ ８２４１ 「継目なし鋼製高圧ガス容器」） 

（ＪＩＳ Ｂ ８２４４ 「溶解アセチレン容器用弁」） 

（ＪＩＳ Ｂ ８２４６ 「高圧ガス容器用弁」） 

（ＪＩＳ Ｂ ６８０３ 「溶断器用圧力調整器」） 

（ＪＩＳ Ｂ ６８０５ 「溶断器用ゴムホース継手」） 

（ＪＩＳ Ｋ ６３３３ 「溶断器用ゴムホース」） 

④ 冷間直角切断機 
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（３） 研削用機材 

  開先面の研削等に使用する機材は、下記のものを使用する。 

 （開先面の研削等に使用する機材に対応する日本工業規格） 

➀ 研削機材 

（ＪＩＳ Ｃ ９６１１ 「電気ディスクグラインダ」） 

（ＪＩＳ Ｒ ６２１２ 「レジノイド研削といし」） 

 

（４） その他 

  溶接施工および安全に関する必要な資機材を使用す



23 

 

第５章  溶接部の検査 

 

５．１  溶接作業前検査 

 溶接作業前検査は溶接作業者が以下の項目について適当な治具または目視によって全数

検査を行う。ＣＢ工法施工管理技術者が検査結果を確認し、記録を保管する。 

（１）鉄筋のルート間隔、開先角度については規定の寸法、形状について検査する。 

（２）逆開先、鉄筋端面の形状及び溶接に有害な異物の付着等の有無を検査する。 

（３）鉄筋に偏心及び角折れがないか検査する。 

 

５．２  溶接作業後検査 ＜Ｒ０５．０６＞ 

 溶接作業後検査は、溶接作業者、ＣＢ工法施工管理技術者および超音波探傷検査技術者も

しくは公的試験機関または大学の検査技術者が、以下の各々に該当する項目について行う。 

溶接作業後の継手の検査は「全数外観検査と抜取りによる超音波探傷検査」または、「全

数外観検査と抜取りによる破壊検査（引張試験）」を行うものとする。 

 

（１） 外観検査＜溶接作業者、ＣＢ工法施工管理技術者＞ ＜Ｒ０５．０６＞ 

外観検査は、溶接部のスラグ・スパッタを除去した後、溶接作業者が全数目視によって行

う。必要に応じノギス・スケール等を使用する。折れ曲がりは目視により、また偏心につい

ては圧接用外観検査治具等を利用し、測定、検査する。施工管理技術者が検査結果を確認し、

記録を保管する。 

図－５．１は鉄筋接合部の欠陥例であり、図－５．２は溶接表面欠陥の例である。 

【付則 3 外観写真】に、外観写真を掲載している。 

 

Ａ 検査項目 

① 有害と認められる欠陥の有無 

② 溶接部の形状・寸法 

③ 鉄筋中心軸の偏心・折れ曲がり 

 

Ｂ 合否判定 不合格項目を次に示す。（図－５．１、図－５．２参照） 

① スラグの巻き込み・ピットおよび溶け込み不足のあるもの 

② 余盛高さが鉄筋径より低いもの（溶け落ちを含む） 

③ 余盛高さがリブ頂部（※１）より３ｍｍをこえるもの、かつ鉄筋径（呼び名） 

の１／１０を超えるもの（※２） 

④ （０．５ｍｍ以上の深さの）アンダーカットのあるもの 

⑤ １ｍｍ以上のオーバーラップ（垂れを含む）（※３）のあるもの 

⑥ 割れのあるもの 

⑦ 偏心が３ｍｍを超えるもの、かつ鉄筋径（呼び名）の１／１０を超えるもの（※２） 

⑧ 継手部の角折れ勾配が３°を超えるもの  
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（※１） 

ＣＢ工法は、溶接部が CB セラミックス（裏当て材）の形状となるので、断面が○形でな

くＵ形となる。よって、裏当て材の形状に倣う溶接部両肩部分は、外観上の欠陥とはしない。

また、ネジ鉄筋の溶接に対応し CB セラミックス形状を大きくしており、一般鉄筋では溶接

金属が鉄筋外形より大きく形成されるが同じ扱いとして良い。また、裏当て材側の溶接ビー

ドは溶接時にセラミックスの形状に倣うものなので溶け込み不良以外は欠陥としない。 

 

 
 

（※２）余盛高さの許容値 

 
 

（※３） 

裏当て材側の溶接ビードは溶接時にセラミックスの形状に倣うものなので溶け込み不良

以外は欠陥としない。ただし、表側（クレータ側）についてはクレータ処理等で処置が可能

であるので管理値を定めた。 

 

 

図－５．１  鉄筋の接合部の欠陥 

 

図－５．２  溶接部表面の欠陥  

鉄筋経（呼び名） D13～D29 D32 D35 D38 D41 D51

余盛高さの許容値 3.0mm以下 3.2mm以下 3.5mm以下 3.8mm以下 4.1mm以下 5.1mm以下
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（２） 超音波探傷検査 ＜Ｒ０５．０６＞ 

 超音波探傷検査は超音波探傷検査技術者が行う。検査方法は抜取り検査とする。特に指

定のない場合は、１日１班が施工した数量（抜き取り率の関係から上限は２００箇所程度）

を１検査ロット（※１）とし、１検査ロットの３０%の箇所または、１検査ロットの３０箇

所の継手を検査するものとする。 

D１３以下は、超音波探傷検査が困難なため原則、引張試験で検査を行う。 

（※１） 

現場作業では、１日の施工箇所数が２００箇所を超える場合がある。 

（例）１日の施工箇所数が２２０箇所の場合、２２０箇所までを１検査ロットとするか、２

検査ロットに分けるかは、監理技術者と協議し決定する。 

 

Ａ 検査方法 

超音波探傷検査は、「鉄筋コンクリート用異形棒鋼溶接継手（ＣＢ工法）溶接部の超音波

探傷試験方法及び判定基準」（付則４）による。 

当協会による検査実施の積み重ねの結果、【ＪＩＳ Z ３０６２】の圧接部を溶接部に

読み替えて使用することを推奨する。 

【ＪＩＳ Z ３０６３】は妨害エコーの検出が多く、合否判定基準では使用するのが困

難なため、【ＪＩＳ Z ３０６２】の圧接部を溶接部に読み替えて使用する。 

【ＪＩＳ Z ３０６３】を採用する場合は、監理技術者、管理技術者、ＣＢ工法施工管

理技術者、超音波探傷検査技術者で協議する。協議結果は、記録・保管する。 

 

Ｂ 合否判定 

検査ロットより抜き取った箇所の全てが合格の場合にその検査ロットは合格とする。そ

の検査ロットの中の１箇所以上が不合格の場合は、そのロットを全数超音波検査を行い、全

ての箇所が合格の場合、その検査ロットを合格とする。 

不合格となった箇所は、再溶接を行い超音波探傷検査で合否を確認する。 

超音波探傷検査のフローを図－５．３に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－５．３  超音波探傷検査のフロー  
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径・形状が異なる場合の超音波試験について （付則４） 

 鉄筋径が異なる場合、又は、異形棒鋼とネジ節鉄筋をＣＢ工法によって繋いだ場合におけ

る超音波探傷試験について、鉄筋外周部において欠陥が発見される場合が多くある。これは

鉄筋断面形状が異なり、外周部に段差が出来るためである。 

 段差部分において超音波探傷試験を行うと、超音波が段差部分で跳ね返ってしまうため

に欠陥と判定されてしまう可能性がある。鉄筋形状が異なる場合の超音波探傷試験におい

ては、鉄筋断面の中心部において欠陥がないことを確認し判断されたい。  

 

（３） 引張試験による破壊検査 ＜Ｒ０５．０６＞ 

 破壊検査は抜取り検査とする。特に指定のない場合は、１日１班が施工した数量（抜き取

り率の関係から上限は２００箇所程度）を１検査ロット（※１）とし、検査ロットにつき溶

接姿勢（下向・横向）毎に最大強度・最大径の３本の継手を検査するものとする。 

（※１） 

現場作業では、１日の施工箇所数が２００箇所を超える場合がある。 

（例）１日の施工箇所数が２２０箇所の場合、２２０箇所までを１検査ロットとするか、２

検査ロットに分けるかは、監理技術者と管理技術者で協議し決定する。 

 

Ａ 検査方法 

 ＪＩＳ Ｚ ２２４１「金属材料引張試験方法」に従って、引張試験を行う。 

 

Ｂ 合否判定 

全ての試験体が判定基準を満たした場合、その検査ロットは合格とする。その検査ロット

の中の１本以上が不合格の場合は、その検査ロットを全数超音波検査行い、全ての箇所が合

格の場合、その検査ロットを合格とする。 

不合格となった箇所は、再溶接を行い超音波探傷検査で合否を確認する。 

引張試験による破壊検査のフローを図－５．４に示す。 

 判定基準は、表－５．１「鉄筋の種類とＣＢ工法引張試験判定基準」による。 

 

表－５．１  鉄筋の種類とＣＢ工法引張試験判定基準 

材料 判定基準 

SD３４５ 引張強さの下限値  ４９０Ｎ／ｍｍ２ 

SD３９０ 引張強さの下限値  ５６０Ｎ／ｍｍ２ 

SD４９０ 引張強さの下限値  ６２０Ｎ／ｍｍ２ 
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図－５．４  引張試験による破壊検査のフロー 

 

本指針による引張試験の判定基準は強度であり、破断位置は母材部分（溶接金属を除く）

とし溶接欠陥を許容しない。（引張試験結果において破断位置が溶接部の場合、破面検査を

行い溶接欠陥の無いことを確認する。） 

 「溶接継手性能判定基準（２０２０年版建築物の構造関係技術基準解説書）」より A 級継

手の判定基準の強度は、「規格値降伏点の１．３５倍または規格値引張強度」となっており、

これを鋼種毎（ＳＤ３４５、ＳＤ３９０、ＳＤ４９０）に当てはめると次表となる。判定基

準の強度は２つあり、「または」で接続されているので、いずれか小さい方でよい。 

 

溶接（Ａ級）継手性能判定基準 

材料 規格値降伏点 

規格値降伏点による 規格値引張強度による 

判定基準（Ｎ／ｍｍ２） 判定基準（Ｎ／ｍｍ２） 

ＳＤ３４５ ３４５ ×１．３５＝ ４６６ ４９０ 

ＳＤ３９０ ３９０ ×１．３５＝ ５２７ ５６０ 

ＳＤ４９０ ４９０ ×１．３５＝ ６６２ ６２０ 

 

判定基準の「規格値降伏点の１．３５倍」は、「降伏比７５％を満足すれば規格値引張強

度以下でも良い」という意味であり、「規格値引張強度」は、「それ以上継手強度は保証でき

なくても良い」という意味である。 

 以上をもとに、CB 工法引張試験判定基準を「規格値引張強度」と定めた。 
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【２０２０年版建築物の構造関係技術基準解説書】では溶接継手（Ａ級継手）の破断位置

は【母材部分】とするとなっており、溶接の影響を受けるが溶融していない、ボンド部及び

熱影響部の破断を許容した表現となっている。（母材部分とは、ボンド部、熱影響部、母材

をいう） 

ボンド部と熱影響部は溶融しておらず組織は母材のため、ボンド部と熱影響部は母材と

同じ扱いをする。ただし、溶接の影響を受けているため母材ではなく、ボンド部や熱影響部

といった表現をしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引張試験報告書によっては、破断位置の表記が母材か溶接部しかないため、破断位置の表

記が溶接部の場合は、引張強度の確認と破断面検査で溶接欠陥の有無の確認を行い、引張試

験結果を判断する。引張強度が判定基準強度以上で破断面に溶接欠陥が無ければ、破断位置

は母材部分とし、引張試験は合格とする。 

引張試験結果の破断位置の表記が、母材、母材部分、ボンド部、熱影響部の場合は合格判

定とし、溶接部は不合格とする。 

破断面の確認は当協会で行っている。 
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（４） 外観検査不合格 ＜Ｒ０５．０６＞ 

 表－５．２「外観検査不合格の場合の処置」に基づいて補修又は再溶接を行う。 

 

表－５．２  外観検査不合格の場合の処置の一例 

欠陥の種類 処置 

① 
スラグの巻き込み・ピットおよびとけ込み

不足のあるもの 
欠陥を削除後、補修溶接を行う  

② 
余盛高さが鉄筋径より低いもの 

（溶け落ちを含む） 
鉄筋径を超えるまで補修溶接を行う 

 

 

④ 

余盛高さがリブ頂部より３ｍｍ（※１）を

超えるもの 

かつ鉄筋径（呼び名）の１／１０を超える

もの（※２） 

規定値まで研削して平滑に仕上げる 

 

 

④ 
（０．５ｍｍ以上の深さの）アンダーカッ

トのあるもの 

研削して平滑に仕上げ、欠陥を内在

している場合は、欠陥を削除後、補

修溶接を行う 

 

 

⑤ 
１ｍｍ以上のオーバーラップ（垂れを含

む）（※３）のあるもの 

研削して平滑に仕上げ、欠陥を内在

している場合は、欠陥を削除後、補

修溶接を行う 

 

 

⑥ 割れのあるもの 
溶接部を切除し、開先加工を行った

後、再溶接を行う 

 

 

⑦ 

偏心が３ｍｍを超えるもの、 

かつ鉄筋径（呼び名）の１／１０を超える

もの（※２） 

溶接部を切除し、開先加工を行った

後、再溶接を行う 

 

 

⑨ 継手部の角折れ勾配が３°を超えるもの 
溶接部を切除し、開先加工を行った

後、再溶接を行う 

 

 

 

（※１） 

ＣＢ工法は、溶接部がＣＢセラミックス（裏当て材）の形状となるので、断面が○形でな

くＵ形となる。よって、裏当て材の形状に倣う溶接部両肩部分は、外観上の欠陥とはしない。

また、ネジ鉄筋の溶接に対応しＣＢセラミックス形状を大きくしており、一般鉄筋では溶接

金属が鉄筋外形より大きく形成されるが同じ扱いとして良い。また、裏当て材側の溶接ビー

ドは溶接時にセラミックスの形状に倣うものなので溶け込み不良以外は欠陥としない。 

 

（※２）余盛高さの許容値 

 

鉄筋経（呼び名） D13～D29 D32 D35 D38 D41 D51

余盛高さの許容値 3.0mm以下 3.2mm以下 3.5mm以下 3.8mm以下 4.1mm以下 5.1mm以下
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（※３） 

鉄筋溶接では、余盛が鉄筋の節による凹凸と重なりオーバーラップと勘違いされ易いこ

と、軽微なオーバーラップは鉄筋継手強度に悪影響を及ぼさないことなどから、１ｍｍ未満

のオーバーラップは欠陥としない。また、ＣＢセラミックスに覆われている溶接部は大きな

オーバーラップは発生しにくいこと、異径間継手においてはオーバーラップ部分のビード

（裏波）が形成されていないと溶接できないことから、ＣＢセラミックス（裏当て材）側の

オーバーラップは欠陥としない。 

なお、ネジ節形状の鉄筋については、ＣＢセラミックスが平坦部に密着させることができ

ないため、溶接ビードが平坦部に流れ込むことになる。この場合も裏波と考え欠陥としない

が、横向き（柱筋）溶接において著しいオーバーラップ（垂れ）となったときは上記の基準

に基づき処置を行う。 

 

（５） 検査不合格ロットの処置 

検査不合格ロットは残り全数について超音波探傷検査を行い、不合格継手は全て切除後、

開先加工を行った後、再溶接する。再溶接された継手は、外観検査と超音波探傷検査によっ

てその品質を確認する。 

 

（６） 補修溶接 

 補修溶接は、継手溶接に使用した溶接ワイヤと同種のものを使用する。 

 ショートビード溶接にならないようする。 

 

５．３  検査記録と確認 ＜Ｒ０５．０６＞ 

検査の記録は次の事項について行い。その保管は監理技術者が行う。「検査一覧表」を表

－５．３に、「鉄筋溶接継手（ＣＢ工法）検査記録表」は鉄筋溶接継手（ＣＢ工法）施工要

領書（案）を参照。また、継手施工を行った会社も検査記録を保管する。 

検査記録の確認は、監理技術者（工事監理者）が総合的に行う。 

 

① 施工要領書の内容を確認する。 

② 鉄筋溶接技量資格者の適格性証明者で、その資格と有効期限を確認する。（溶接作業に

適合する資格でなければならない。） 

③ 機材、装置が施工要領書に記載されたものと同一であることを確認する。 

④ 接合する鉄筋の種別と径が施工要領書の記載内容に整合することを確認する。 

⑤ 溶接ワイヤや裏当て材が施工要領書に記載されたものと同一であることを確認する。 

(施工者又は代行する検査技術者の場合は、溶接ワイヤリールに貼られたラベルが指定

された銘柄であることを確認し、記録する。提出されたミルシートとの照合も必要であ

る。) 

⑥ 溶接条件が施工要領書に記載されたものと同一であることを確認する。（鉄筋の端面、

(逆開先でないことを確認)、ルートギャップ、溶接電流、電圧、ガス流量） 

⑦ 溶接姿勢に無理が無く、施工要領書に記載された範囲にあることを確認する。 

⑧ そのときの気象条件と施工要領書に記載された対応方法が整合していることを確認す

る。（雨天の場合の降雨量や現場の吹流しによる風速の確認を行って、溶接施工への対

応が十分であることを確認する。必要に応じて、溶接継手施工会社が所有している風速
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計で手元の風速を確認することもある。） 

⑨ 感電防止のアースの接地など、安全面の必要な処置が講じられていることを確認する。 

⑩ 溶接作業完了後、支持器の取り外しのタイミングに問題が無いことを確認する。 

⑪ 溶接作業終了後の外観を検査し、問題が無いことを確認する。 

 

表－５．３  検査一覧表 

検査 部位 項目 数 治具 検査員 

溶接前 
鉄筋接合部 

及び端面 

開先間隔 

開先角度 

端面形状 

逆開先 

異物の付着 

偏心 

全数 
目視 

ゲージ 

溶接作業者 

 

ＣＢ工法施

工管理 

技術者 

 

 

 

 

 

溶接後 

外観 

溶接表面 

アンダーカット 

余盛 

割れ 

クレータ 

ブローホール 

溶け込み不良 

補修溶接 

全数 

目視 

(ゲージ) 

 

 

 

 

 

 

 

鉄筋の 

接合部 

折れ曲がり 

偏心 

目視 

ゲージ 

 

 

非破壊検査 
溶接部 

（中央） 

ブローホール 

スラグ巻き込み 抜取り 

超音波探傷 

検査 

超音波探傷 

検査技術者 

 

 

 

破壊検査 溶接部 強度 引張試験機 検査機関  
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第６章  継手の設計 

 

６．１  継手の性能                       

ＣＢ工法の継手の性能は、政令第７３条第２項ただし書き（国土交通大臣が定めた構造方

法を用いる継手にあっては、この限りでない。）、平１２建告１４６３号第１項ただし書き

（一方向及び繰り返し加力実験によって耐力、靭性及び付着に関する性能が継手を行う鉄

筋と同等以上であることが確認された場合においては、次項から第４項までの規定による

構造方法によらないことができる。）、「２０２０年版 建築物の構造関係技術基準解説書」

の「１の２溶接継手性能判定基準」（Ａ級）を満足する継手として使用してよい。 

本指針による引張試験の判定基準は強度である。試験方法は、ＪＩＳ Ｚ ２２４１「金

属材料引張試験方法」による。ただし、破断位置は母材部分（溶接金属を除く）であり溶接

欠陥を許容しない。（引張試験結果において破断位置が溶接部の場合、破面検査を行い溶接

欠陥のないことを確認する。） 

鉄筋溶接継手は「Ａ級」のみであり、設計の条件として「強度と剛性に関してはほぼ母材

並みであるが、その他に関しては母材よりやや劣る継手」と定義されている。「その他に関

して」は主に靱性であり、一般的には「伸び」で表現される。伸びが劣ると言うことは母材

破断を要求していないと判断される。 

 

６．２  継手の位置                        

継手の位置および集中度は、「２０２０年版 建築物の構造関係技術基準解説書」の「２.

鉄筋継手使用基準」（表－６．１参照）によるものとする。 

 

６．３  かぶり厚さ 

鉄筋継手部分のかぶり厚さは、母材と同等としてよい。  
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表－６．１  継手使用箇所および集中度 

「２．鉄筋継手使用基準（抜粋）」（２０２０年版 建築物の構造関係技術基準解説書） 

計算方法 使用箇所 部材種別 
Ａ級 

全 半 

ルート ａ ・大ばりの中央域の主筋 － ○ ○ 

１     ・小ばりの主筋及びスラブの引張鉄筋       

２－１   

２－２  

ｂ ・柱とはりの材端域の主筋 

・壁ばりの主筋及び１階の耐力壁脚部の縦筋 
－ 

○ ○ 

又は          

壁式構造 ｃ ・その他の鉄筋 － ○ ○ 

ルート ３ 

ａ ・大ばりの中央域の主筋 － ○ ○ 

  ・小ばりの主筋及び（スラブの）引張鉄筋       

ｂ ・耐震設計上、 ＦＡ ↓ ↓ 

  ・降伏ヒンジが形成される材端域の主筋 ＦＢ ↓ ○ 

  ・及び１階の耐力壁脚部の鉄筋 ＦＣ ○ ○ 

    ＦＤ ○ ○ 

    ＷＡ，ＷＢ ○ ○ 

    ＷＣ，ＷＤ ○ ○ 

ｃ ・上記以外の材端域の主筋 ＦＡ ○ ○ 

    ＦＢ ○ ○ 

    ＦＣ ○ ○ 

    ＦＤ ○ ○ 

    ＷＡ，ＷＢ ○ ○ 

    ＷＣ，ＷＤ ○ ○ 

ｄ ・その他の鉄筋 ＦＡ ○ ○ 

    ＦＢ ○ ○ 

    ＦＣ ○ ○ 

    ＦＤ ○ ○ 

    ＷＡ，ＷＢ ○ ○ 

    ＷＣ，ＷＤ ○ ○ 

注）表中の全と半は、それぞれ全数継手と半数継手を示し、○と×は、それぞれ継手の使用

の可否を示す。また、△は剛性又は強度が足りない分、鉄筋本数を増やすことにより使用す

る場合（鉄筋量を多くすれば当該継手を使用してもよい）であり、↓は、○印のついている

下位の部材種別と仮想して計算してある場合には、当該継手を使用してよいことを示す。部

材種別の記号、ＦＡ，ＦＢ，・・・・・・，ＷＤは昭５５建告第１７９２号第４に示されて

いる部材種別の記号である。 

計算方法および部材種別は「２０２０年版 建築物の構造関係技術基準解説書」の該当各

項目を参照 設計ルート３における「↓」は、基本的に「×」ととらえる。（通常仮想計算

は行われない。）  
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ヒンジゾーンと継手位置ルート 3 （梁崩壊型を基準とする。） 

 

ヒンジ位置は構造設計者に確認する。または、材端部を全てヒンジと想定し継手を設けない。 

 

A 梁端部について 

柱面から梁せいの１．０倍（Ｚｇ＝Ｄｇ）の領域をヒンジゾーンとし、ヒンジゾーンを外

し、継手を設ける。 

 

B 柱端部（柱脚部）について 

基礎梁（1 階床）天端から柱せいの１．０倍（Zｃ＝Dｃ）の領域をヒンジゾーンとし、継

手位置はヒンジゾーンを外し、継手に支障のない位置とする。 

 

 
注）靭性を期待できない継手を設けるものとして検討し、継手位置を決定する。 

注）地中梁（基礎梁）についての使用基準は無いが、ヒンジが発生する場合、上記を参考に検討

し、継手位置を決定する。 

注）靭性設計の場合（参考文献２２）ヒンジゾーンは、各々梁せい、柱せいの１．５倍の領域と

する。 

注）パネルゾーン内で接合する場合は、柱・梁共にどこで接合しても良い。 

上記解説は梁崩壊型の解説である。柱崩壊型は別途検討する。 

図―６．１ A 級継手を設けてはいけない位置の例  
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６．４  全数継手・半数継手 ＜Ｒ０５．０６＞ 

 「２０２０年版 建築物の構造関係技術基準解説書」に「全数継手とは、継手を設ける部

材断面で、引張鉄筋または圧縮鉄筋について継手を設ける鉄筋の断面積の合計が、引張鉄筋

または圧縮鉄筋の全断面積の５０%以上のものを示し、半数継手とは５０%未満のものを示

す。」と定義されている。 

A 全数継手 

 全数継手とは、部材断面内において引張鉄筋あるいは圧縮鉄筋ごとに全数継手としても

良いという意味である。全数継手の位置で１０本の鉄筋があり、その１０本すべてを継手と

しても良いし、 １０本中５本を継手としても良い。イモ継ぎは全数継手の極端な例。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－６．２  全数継手（イモ継手）     図－６．３  全数継手 

B 半数継手 

 引張鉄筋あるいは圧縮鉄筋ごとに鉄筋数の半数未満までは溶接継手として良いという意

味である。１０本の鉄筋があった場合、５本未満を継手とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－６．４  半数継手  
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附則 1  Ｑ＆Ａ  

よくある質問 一般編 

 

問１ 鉄筋継手とはなんですか？ 

答１ 鉄筋と鉄筋を継いで、鉄筋を⾧く加工します。 

   日本では道路の関係状、鉄筋は１２ｍ程度の⾧さまでしか運搬できません。 

   （都内では、６ｍ程度の⾧さしか運搬できません。） 

   ⾧さ１２ｍの鉄筋では、建物を造ることが出来ないため、現場で継手を行います。 

 

問２ 継手の種類を教えてください。 

答２ 建設省告示第１４６３号では、圧接、溶接継手、機械式継手に分類されます。 

 

問３ 溶接継手の分類・種類を教えてください。 

答３ 溶接継手は、シールド方式、裏当て材の種類で分かれています。 

   シールド方式は、治具シールド方式とトーチシールド方式があります。 

   トーチシールド方式が一般的で、ＣＢ工法はトーチシールド方式です。 

   裏当て材は、セラミックス製、銅板製、鋼板製があります。 

ＣＢ工法は溶接作業後に裏当て材を取り外せるセラミックス製です。 

 

問４ ＣＢ工法の特徴を教えてください。 

答４ 溶接作業後に裏当て材を取り外せることが出来るため、全周外観検査ができます。 

   施工スピードが速く、一箇所あたりの溶接時間は、Ｄ３５で６０秒程度です。 

   溶接部が大きくならないため、鉄筋と同じかぶり厚さで検討できます。 

   溶接作業時に鉄筋を引張ったり、回すことがないので、施工性に優れています。 

 

問５ ＣＢ工法はどれぐらい施工されているのですか？ 

答５ 建築・土木含め年間３４０万箇所の施工実績があります。（２０２３年１月１日現在） 

 

問６ 見積や施工の相談はどこに問い合わせをすればいいですか？ 

答６ 全国、北海道から沖縄まで９５社の施工会社様がいます。（２０２３年１月１日現在） 

   弊会のＨＰに各施工会社様の連絡先が掲載されていますので、ご確認ください。 

 

問７ 海外での施工は可能ですか？ 

答７ ベトナムや台湾で施工実績があります。詳しくは、弊会にお問い合わせください。  

 

問８ ＮＥＴＩＳに登録していますか？ 

答８ ＮＥＴＩＳには登録していました。 

   （旧）ＫＴ―９９００２０ 
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よくある質問 設計編 

 

問１ ＣＢ工法はＡ級継手ですか？ 

答１ Ａ級継手です。 

 

問２ 使用制限はありますか？ 

答２ ヒンジゾーンに、継手を設けるとはできません。 

   ＣＢ工法に限らず、Ａ級継手はヒンジゾーンに継手を設けることができません。 

   構造計算ルートごとで異なります。 

 

問３ 構造計算ルートごとの継手制限を教えてください。 

答３ ルート１、ルート２は、構造計算上塑性ヒンジを想定していません。 

   そのため、ヒンジゾーンがないため、使用制限はありません。 

   ルート３は、塑性ヒンジを想定しています。 

   そのため、使用制限があり、塑性ヒンジを避けて継手位置を決める必要があります。 

 

問４ 塑性ヒンジ、ヒンジゾーンはなんですか？ 

答４ 大地震の際、壊れる可能性がある箇所です。 

   壊れる可能性があるので、継手を設けてはいけません。 

   柱面から梁せい分（１．０D）がヒンジゾーンになります。 

 

問５ 塑性ヒンジとはどこに発生するのですか。 

答５ 材端域に発生します。 

   基本は、梁の材端域に塑性ヒンジを想定します。 

   柱の材端域に塑性ヒンジを設けると、柱が壊れ、階が潰れます。 

   柱が壊れ、階が潰れていくことをパンケーキクラッシュといいます。 

 

問６ 基礎に使用制限はありますか？ 

答６ 基礎に塑性ヒンジを設計することはありません。 

   そのため、使用制限はありません。 

   （注）基礎に塑性ヒンジが発生する場合もあります。その場合はヒンジゾーンを避け 

て継手を設けてください。 

 

問７ 免振構造の場合、塑性ヒンジは発生しますか？ 

答７ 免振構造の上部構造は、塑性ヒンジは発生しません。 

 

問８ 圧接の継手位置に溶接継手を設けることはできますか。 

答８ できます。 

   圧接の継手位置は応力が一番小さい箇所のため、安全側の配慮になります。 
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よくある質問 施工編 

 

問１ 管理方法を教えてください。 

答１ 外観検査＋引張破壊検査 or 外観検査＋超音波探傷試験を行ってください。 

 

問２ 施工前試験は実施するのですか。 

答２ 監理技術者様の判断によって、実施する場合と実施しない場合があります。 

   実施する場合は、最大径・最大鋼種の３本を検査するのが一般的です。 

   外観検査＋引張破壊検査 or 外観検査＋超音波探傷試験を行ってください。 

   曲げ試験は必要ありません。鉄筋が９０°曲がると建物は倒壊しています。 

 

問３ 使用できる鋼種と鋼径を教えてください。 

答３ ＳＤ２３５・ＳＤ２９５・ＳＤ３４５・ＳＤ３９０・ＳＤ４９０が使用できます。 

   Ｄ１３～Ｄ５１まで使用できます。 

   ＳＲもＳＤと同じ取り扱いをしてください。 

 

問４ 製造会社が異なる鉄筋は継ぐことはできますか？ 

答４ 鉄筋はＪＩＳ規格があるので、どの製造会社でもＪＩＳ規格になります。 

ＪＩＳ規格同士なので、継げます。 

 

問５ タケ節鉄筋・ネジ節鉄筋は継ぐことはできますか？ 

答５ タケ節鉄筋とネジ節鉄筋は同じ鉄筋のＪＩＳ規格です。 

ＪＩＳ規格同士なので、継げます。 

 

問６ 異径鉄筋は継ぐことはできますか？ 

答６ 継げます。 

 

問７ 異鋼種は継ぐことはできますか？ 

答７ 継げます。 

 

問８ 降雨・降雪・暴風時は施工できますか？ 

答８ 原則できません。 

   施工を行う場合は、監理技術者・管理技術者と協議してください。 

 

問９ 一日の施工数を教えてください。 

答９ ２００箇所程度／（一班・日）施工できます。 

 

問１０ 電気の準備はどうすればいいですか？ 

答１０ 溶接機１機当たり、三相２００Ｖ８５Ａの分電盤が必要です。 

    または、溶接機１機当たり、４５ＫＶＡの発電機が必要です。 
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付則２ 資格証 ＜Ｒ０５．０６＞ 

ＣＢ工法協会が実施する検定試験（検定試験方法はＪＩＳ Ｚ ３８８２に準ずる）の合

格者には、「鉄筋溶接技量適格性証明書」が与えられる。ＣＢ工法協会が実施する講習会の

修了者には、施工管理技術者として「ＣＢ工法施工管理技術者資格証」を与えられる。証明

書の有効期限は取得から３年間毎とし、継続検定試験でのみ有効期限の延⾧を行う。 

鉄筋溶接技量適格性証明書のデザイン、資格種別、作業範囲資の変更 

証明書デザイン、資格種別、作業範囲を２０２３年４月１日から更新した。２０２３年３

月３１日までの発行日の証明書は旧資格証、２０２３年４月１日以降の発行日の証明書は

新証明書と呼称する。どちらの証明書でも、有効期限以内であれば、有効として取り扱う。

新証明書・旧資格証は図－１資格証にデザインを示す。 

 

表－４．１ 旧資格証資格種別と作業範囲 （２０２３年３月３１日までに資格証を発行） 

資格種別 適用鉄筋 

下向き（梁筋） 横向き(柱筋) 

適用鉄筋径（呼び名） 適用鉄筋径（呼び名） 

D19～D38 D41～D51 D19～D38 D41～D51 

F-2 SD295 SD345 SD390 ○ － － － 

F-1 
SD295 SD345 SD390 

○ ○ － － 
SD490 

H-2 SD295 SD345 SD390 － － ○ － 

H-1 
SD295 SD345 SD390 

－ － ○ ○ 
SD490 

 

表－４．２ 新証明書資格種別と作業範囲 （２０２３年４月１日以降に証明書を発行） 

資格種別 
鉄筋溶接作業範囲 

鉄筋の種類 鉄筋の径及び呼び名 溶接姿勢 

1F 種 

JIS G 3112 に規定する

SR235,SR295,SD295A, 

SD295B,SD345 及び SD390 

径 32mm 以下 

呼び名 D32 以下 

下向き（梁向き） 

1H 種 横向き（柱向き） 

2F 種 

径 50mma) 以下 

呼び名 D51a) 以下 

下向き（梁向き） 

2H 種 横向き（柱向き） 

3F 種 JIS G 3112 に規定する

SR235,SR295,SD295A,SD295B, 

SD345,SD390 及び SD490 

下向き（梁向き） 

3H 種 横向き（柱向き） 

注 a) 

 

径が 40mm 又は呼び名が D41 を超える場合は、施工前試験を実施すること

とし、施工前試験の方法は、受渡当事者間の取決めによる。 
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図－１証明書 

＜溶接作業者＞「鉄筋溶接技量適格性証明書」 

旧デザイン資格証（表面）         旧デザイン資格証（裏面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新デザイン証明書（表面）                新デザイン証明書（裏面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜施工管理技術者＞「鉄筋溶接継手管理技士適格性証明書」 

旧デザイン資格証（表面）         旧デザイン資格証（裏面） 

 

（裏面） 

 

 

 

 

 

 

 

新デザイン証明書（表面）          新デザイン証明書（裏面） 
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付則 3 外観写真 ＜Ｒ０５．０６＞

 

溶接部の写真を掲載する。 

 

１ 良好な下向き（梁向き）溶接 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－１．１ 下向き溶接表側 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－１．２ 下向き溶接横側 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－１．３ 下向き溶接裏側 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 良好な横向き（柱向き）溶接 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－２．１ 横向き溶接表側 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－２．２ 横向き溶接横側 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－２．３ 横向き溶接裏側 
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３ 外観検査不合格写真（項目ごと） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－３．１ ピット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－３．２ ピット（外部ブロー） 

および垂れ     

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－３．３ 溶け込み不足  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－３．４ 余盛高さが鉄筋径より低い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－３．５ アンダーカット 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－３．６ １ｍｍ以上の 

オーバーラップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－３．7 ワイヤ溶け残り 

       ピット 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－３．８ ワイヤ溶け残り 
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付則４ 超音波探傷試験 ＜Ｒ０５．０６＞ 

 

鉄筋コンクリート用異形棒鋼溶接継手（ＣＢ工法）溶接部の超音波探傷試験方法及び判定基

準（ＪＩＳ Ｚ ３０６２に準拠 ガス圧接部をＣＢ溶接部に読み替え）Ｒ―０１１００１ 

 

１．  適用範囲 

この規格は、ＪＩＳ Ｇ ３１１２「鉄筋コンクリート用棒鋼」に規定する棒鋼のうち異

形棒鋼（以下鉄筋という)の溶接継手（ＣＢ工法）溶接部（以下、ＣＢ溶接部という。）の超

音波探傷試験方法および試験結果の判定基準について規定する。 

 

２．  用語の意味 

この規格で使用する用語の意味は、ＪＩＳ Ｇ ３１１２「鉄筋コンクリート用棒鋼」、

ＪＩＳ Ｚ ２３４４「金属材料のパルス反射法による超音波探傷試験方法通則」及びＪＩ

Ｓ Ｚ ３０６０「鋼溶接部の超音波探傷試験方法及び試験結果の等級分類方法」によるほ

か、次による。 

 

（１） ＣＢ工法  

セラミックス製バッキング材を使用する鉄筋の炭酸ガス狭開先半自動溶接及び 

自動溶接。 

 

（２） リブ間距離 

鉄筋の表面突起のうち、軸線方向の突起をリブといい、この相対するリブ外面間の 

距離(図－１参照)。 

 

（３） 透過走査 

    相対するリブの上に探触子を配置し、一方の探触子からの超音波パルスを他方の

探触子で受信する方法。 

 

（４） 基準レベル 

透過走査で求められる最大透過パルスの高さを５０％又は指定の高さとなるよう

にゲイン調整したときの調度の読値。 

 

（５） 合否判定レベル 

基準レベルに基づいて、試験結果を判定するために定めたレベル。 

 

（６） はん(汎)用探傷器 

基本表示のパルス反射式超音波探傷器。 

 

（７） 専用探傷器鉄筋 

ＣＢ溶接部の探傷のため簡易化した専用のパルス反射式超音波探傷器(鉄筋ガス圧 

接部用探傷機)。 
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３．  試験従事者 

鉄筋ＣＢ溶接部の探傷試験に従事する者は、超音波探傷の原理および鉄筋ＣＢ溶接部の

知識をもち、かつ、その超音波探傷試験について十分な技量及び経験をもつ者とする。 

 

４．  探傷器の機能及び性能 

４．１ 探傷器の機能及び性能探傷器は、次の機能および性能をもつものとする。 

（１） はん用探傷器の機能及び性能は、ＪＩＳ Ｚ ３０６２「鉄筋コンクリート用異 

形棒鋼圧接部の超音波探傷 

 

（２） 専用探傷器の機能及び性能は、ＪＩＳ Ｚ ３０６２附属書 B による。 

 

４．２ 探触子の性能探触子の性能は、ＪＩＳ Ｚ ３０６２附属書 C による。 

 

４．３ 接触媒質は、濃度７５%以上のグリセリン水溶液とする。 

 

４．４ 探傷装置の点検は、次の点検を行い異常の有無を確認する。 

（１） 点検の種類及び時期 

（１．１） 始業時の点検は、探傷作業開始前に行う。 

（１．２） 作業中の点検は、作業中１時間ごと、または１時間以内であっても少なくと 

も試験個所３０箇所ごとに行う。 

（１．３） 終業時の点検は、探傷作業終了後速やかに行う。 

（１．４） 定期点検は、１年に１回以上行う。 

（１．５） 特別点検は、次の場合に行う。 

（ａ）   探傷装置の修理を行ったとき。 

（ｂ）   探傷装置の一部を交換したとき。 

 

（２） 点検の方法 

(２．１） 始業時、作業中及び終業時の点検方法は、次による。 

（ａ）   探傷装置を正常に作動させる電圧であることを確認する。 

（ｂ）   透過走査を行って基準レベルが設定できることを確認する。 

（ｃ）   基準レベルに基づいて合否判定レベルを設定した後、透過走査を行って透過パ

ルスが容易に受信できることを確認する。 

(２．２） 定期点検及び特別点検は、次による。 

（ａ） はん用探傷器の点検方法は、ＪＩＳ Ｚ ２３５２の箇条４（性能測定項目

a）,b),d),f)）による。 

（ｂ） 専用探傷器定期点検方法は、ＪＩＳ Ｚ ３０６２附属書 D による。 

 

（３） 異常の場合の処置(1)及び(2)の点検で異常が発見された場合は次による。 

（３．１） 点検で異常が認められた探傷装置は、使用しない。 

（３．２） 作業中及び終業時点検で異常が認められた場合には、その点検の直前の点検 

以降に実施した試験は無効とする。  
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５．  探傷試験の準備 

５．１ 確認事項探傷試験を開始する前に、鉄筋の種類、呼び名及びリブ間距離(図－１参 

照)を確認する。鉄筋の表面突起のうち、軸線方向の突起をリブという。 

図－１ 鉄筋のリブ間距離 

 

５．２ 探傷の時期探傷試験は、溶接部の温度が常温になってから行う。 

 

５．３ 探傷面の手入れ 

探触子を接触させるリブ上の探傷面に、超音波の伝達を妨げるもの(浮いたスケー 

ル、コンクリート、セメントペースト、著しいさび、塗料など)が存在する場合に 

は、これを除去する。 

 

6．  探傷装置の調整 

６．１ 測定範囲の調整は、次による。 

（１） はん用探傷器の場合には、探傷する鉄筋の透過パルスが時間軸の範囲に表示できる

ように測定範囲を設定する。 

 

（２） 専用探傷器の場合には、ゲートの設定を探傷する鉄筋の呼び名に合わせる。 

 

６．２ 基準レベルの設定は、探傷する鉄筋の製造業者、種類及び呼び名が異なるごとに以 

下のように設定する。 

（１） はん用探傷器の場合には、透過走査によって求めた透過パルスが、最大になるよう 

に、探触子の位置を調整する(図－２参照)。この透過パルスの高さを表示器目盛の 

５０%となるように探傷器のゲイン調整器を調整し、この調度を基準レベルとする。 

 

 
図－２ 基準レベルを得るための透過走査  
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（２） 専用探傷器の場合には、探傷器の感度を最大とし、透過走査によって透過パルスを 

求め、もっとも高い透過パルスが得られるように探触子の位置を調整する(図－２ 

参照)。この透過パルスのレベルで探傷器の警報ランプが消え、次に１dB 感度を高 

めたとき警報ランプが点灯するように探傷器のゲイン調整器を調整して、この調 

度を基準レベルとする。 

 

６．３  合否判定レベル（※1）の設定は、基準レベルより２４dB 感度を高めたレベルと 

する。 

（※１） 

判定レベルを変え試験を行い、引張試験との整合が良かったレベルを採用する

のが望ましい。圧接の合否判定レベルで行うと、欠陥の形成メカニズムが異なる

ため欠陥を過大に評価しがちである。 

 

７．  探傷試験 

７．１ 探傷方法 

鉄筋ＣＢ溶接部の超音波探傷は、鉄筋のリブの上で斜角 2 探触子法によって行う 

(図－３参照)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－３ 斜角２探触子法 
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７．２ 走査方法および走査範囲走査方法は、溶接部を挟む両側に探触子を置いて、次のよ 

うに行う(図－４参照)。 

 

（１） 溶接部の中心から約１．４D の距離のリブ上に送信用探触子を固定した後、他方の 

受信探触子を相対するリブ上に設置するとともに約１．４D±約１／４D の範囲で

繰り返し前後走査して、溶接中央部分での探傷を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－４ 走査方法 溶接中央部の探傷における探触子の走査方法 

 

（２） 次に、送信探触子を溶接部に向かって前進させ、溶接部に接近した位置に固定する。 

同時に、送信探触子の走査に連動させて受信探触子を約１．４D から約２．０D の 

範囲で繰り返し前後走査して、溶接中央部分から送信探触子側の表層部分での探傷 

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－５ 走査方法続き 送信探触子側溶接表層部分の探傷における探触子の走査方法 
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（３） さらに、送信探触子を溶接部から遠ざけるように後退させ、溶接部の中心から約２． 

０D の位置に固定する。 

同時に、送信探触子の走査に連動させて受信探触子を約１．４D から溶接部に近接 

した距離の範囲で繰返し前後走査して、溶接部中央から受信探触子側の表層部分 

での探傷を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－６ 走査方法続き 受信探触子側溶接部表層部分の探傷における探触子の走査方法 

 

７．３ 走査速度走査速度は、６０ｍｍ／ｓｅｃ以下とする。 

 

８．  合否判定 

試験結果の判定は、次による。 

（１） はん用探傷器溶接部の両側における探傷試験で、表示器の目盛りの５０%以上のエ 

コーがいずれも検出されない場合は合格とする。 

 

（２） 専用探傷器溶接部の両側における探傷試験で、警報ランプがいずれも点灯しない場 

合は合格とする。 

 

（３） 合否判定レベル以上のエコーが検出された場合、警報ランプが点灯した場合を不合 

格とし、エコーレベルと探触子の位置を記録する。 

 

９．  記録 

探傷を行った後、次の事項を記録する。 

（１） 工事名 

（２） 鉄筋溶接継手（ＣＢ工法）工事施工会社名・溶接作業者 

（３） 溶接方法 

（４） 試験年月日 

（５） 試験を実施した試験従事者の氏名 

（６） 試験個所 

（７） 合否判定結果 

（８） 鉄筋の製造業者名、種類及び呼び名 

（９） 探傷器の形式と製造番号 
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（１０）探触子の製造業者名及び製造番号 

（１１）その他参考となる事項(指定事項、協議事項、抜き取り方法など) 

 

１０．  注意点 

（１） 超音波探傷試験の試験可能範囲（赤塗りの箇所は、超音波が届かない範囲） 

外周部は超音波が届かない範囲があるが、ＣＢ工法では外観目視検査で超音波が

届かない範囲の欠陥の有無を確認している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－７ 超音波探傷試験の試験可能範囲 

 

（２） 異径鉄筋を接合した場合の超音波探傷試験について 

異径鉄筋を接合する場合、B 側（鉄筋径の小さい方）からのみ超音波試験を行う。 

B 側には、溶接部と鉄筋の境目に段差が出来てしまう。A 側（鉄筋径の大きい方） 

から超音波を送信すると、この段差で超音波が反射し合否判定が出来ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－8 異径鉄筋を接合した場合の超音波探傷試験方法  
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５．  日本建築学会「鉄骨工事技術指針工場製作編 1987 年」 

６．  日本建築学会「鉄骨工事技術指針工事場施工編 1987 年」 

７．  JIS G 3112-2020（2020）「鉄筋コンクリート用棒鋼」 

８．  JIS Z 3312-2009（2013）「軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用のマグ溶接及びミグ溶接ソ

リッドワイヤ」 

９．  JIS Z 3313-2009（2013）「軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用アーク溶接フラックス入り

ワイヤ」 

１０．JIS K 1106-1990（2017）「液化二酸化炭素（液化炭酸ガス）」+追補 1-2008（2017） 

１１．JIS Z 3841-2018「半自動溶接技術検定における試験方法及びその判定基準」 

１２．WES8103「溶接管理技術者認証基準」 

１３．JIS Z 3062-2014「鉄筋コンクリート用異形棒鋼ガス圧接部の超音波探傷試験法及び

判定基準」 

１４．JIS Z 2241-2011「金属材料引張試験方法」 

１５．JIS Z 2201「金属材料引張試験片」 ＜JIS Z 2241 に統合＞ 

１６．日本建築学会「鉄筋コンクリート造配筋指針 2003 年」 

１７．日本建築学会「建築工事標準仕様書 JASS6 鉄骨工事」2007 年 

１８．日本建築学会「鉄骨工事技術指針工場製作編 2007 年」 

１９．「2020 年版 建築物の構造関係技術基準解説書」 

２０．日本建築学会「建築工事標準仕様書 JASS5 鉄筋コンクリート工事」2018 年 

２１．日本建築学会「鉄筋コンクリート構造計算基準・同解説」2018 年 

２２．日本建築学会「鉄筋コンクリート造建物の靱性保証型耐震設計指針・同解説」1999 年 

２３．JIS Z 3121-2013「突合せ溶接継手の引張試験方法」 

２４．JIS Z 3122-2013「突合せ溶接継手の曲げ試験方法」 

２５．JIS Z 3882-2015「鉄筋の突合せ溶接技術検定における試験方法及び判定基準」 

 

※基準類は、新規に発行されたものを確認し順次追加する。 

※規格類の年次は、改定時に確認し更新する。 

（表示は「規格番号-改正年（確認年）」とする） 
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鉄筋溶接継手（ＣＢ工法）設計・施工管理指針 (同解説) 

 

 

 

平成 3 年 8 月制定 

平成 6 年 1 月改定 

平成 7 年 1 月改定 

平成 8 年 4 月改定 

平成  9 年 8 月改定 

平成 10 年 9 月改定 

平成 11 年 4 月改定 

平成 13 年 4 月改定 

平成 14 年 4 月改定 

平成 15 年 9 月改定 

平成 17 年 9 月改定 

平成 20 年 1 月改定 

平成 22 年 1 月改定 

平成 22 年 3 月改定 

平成 22 年 7 月改定 

平成 23 年 7 月改定 

平成 23 年 10 月改定 

平成 23 年 12 月改定 

平成 24 年 2 月改定 

平成 24 年 5 月改定 

平成 25 年 4 月改定 

平成 27 年 8 月改定 

平成 27 年 9 月改定 

令和 1 年 10 月改定 

令和 5 年 8 月改定 

評定 

評定（追 1） 

 

 

 

 

評価（追 2） 
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